
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成年後見制度について相談したいけれ

ど、ぱんじーの事務所が遠くて行けない。

もっと身近な場所で話を聞いてもらいた

い。そんな方にお近くで気軽にご相談い

ただける出張相談会を行います。 

お近くで開催される時はぜひ、お立ち寄

りください。相談内容によって、専門職

相談におつなぎします。 

＜今後の予定＞ 

11 月 20日（水）水口保健センター 

12 月 18日（水）土山開発センター 

１月 15日（水）湖南市役所 東庁舎 

２月 19日（水）かふか生涯学習館 

３月 19日（水）信楽保健センター 

いずれも午後１時～午後４時まで 

 

すでに皆さまのお手元にご案内をさせていただい

ておりますが、ぱんじーの設立を記念して、下記

のとおりシンポジウムを開催します。 

ぜひ、ご参加いただき、権利擁護とは何か？権利

擁護を支える地域づくりについて一緒に考えまし

ょう。 

日時：平成 25 年 11 月 10 日（日） 

    13：30～16：30 

場所：サントピア水口 教養文化室 

内容：基調講演「権利擁護の理念と成年後

見制度の可能性」 

シンポジウム：「地域における権利擁護シ

ステムの展開をめざして」 

講師：大阪市立大学院 生活科学研究科 

   岩間 伸之教授 

ぱんじーの設立に当たって 

～地域の権利擁護推進のために～ 

 NPO 法人甲賀・湖南成年後見センターぱんじーは、甲賀市、湖南市を始め、地域の福祉関係者による

２年間の検討を経て、この 10 月に業務を開始しました。 

 この間の検討やアンケート調査の中で成年後見制度へのニーズの高まりと同時に、この制度への理解の

不十分さや、なじみのなさが浮き彫りになり、これを地域の皆さま方に広く知っていただき、活用いただ

くための活動が必要であることが、明確になりました。ぱんじーはこれを踏まえ、成年後見制度と地域の

方々をつなぐ架け橋として、活動を行っていきたいと考えています。 

 そして、成年後見制度がめざすものは、その人の願いと権利が守られ、その人らしい暮らしを送ること

が出来るよう支援していくことです。 

 そのことを十全に実現するためには、成年後見制度を活用するだけではなく、広く権利擁護を推進する

体制が必要です。 

 ぱんじーは、成年後見制度に寄与するとともに、行政や福祉関係者、地域の方々との連携の中で、人の

尊厳を大切にする地域づくりに取り組んでいきたいと願っています。      （理事長 小野和雄） 



Q：成年後見人はどうして必要なのですか？ 

 

A：認知症の人や障害のある人の中には、一人で預貯金の出し入れやスーパーマーケ

ットでの日常の買い物（食料品や生活用品）ができない人もいます。知的障害のある

人などの中にも、パソコンを使って絵を描くことは好きでも、自分でパソコンを買っ

たりすることができないという人もいます。そのような人々の支援を行うため、「成

年後見制度」が設けられ、成年後見人・保佐人・補助人が選任されることになってい

ます。 

 なお、現有能力の程度の違いによって、補助・保佐・後見と支援の内容が多少異な

ってきます。 

類 型 代理権 同意権 取消権 

補 助 △ △ △ 

保 佐 △ ◎ ◎ 

後 見 ◎ ◎ ◎ 

       ◎本人の同意がなくても権限が付与される 

       △権限の付与について本人の同意が必要である 

 

参考文献『はじめての成年後見―後見人の心得 お教えします』 

公益社団法人成年後見センターリーガルサポート 編  日本加除出版 2011 

～お願い～ 

ぱんじー通信第１号を発行させていただきました。 

今後も定期的にぱんじーからみなさんに発信したいと思っています。 

ぱんじーからのお知らせを「メールでもいいよ」という方は、ぜひ、ぱんじーにお知らせください。通信やセミナ

ーなどのお知らせをメールでお伝えさせていただきます。 

下記メールアドレスに、お名前と「メールでもいいよ」と、書いて送信してください。 

E-mail:pan-g.koka-konan@iaa.itkeeper.ne.jp 

Pan-gpa 


